
質疑への回答書  

 

各 位 

庄 原 市 長 

(管 財 課) 

 

平成２７年１１月４日に公告を行った「保育所２施設  で使用する電力の供給」の入札案件につい

て、当市に寄せられた質疑に対し、以下のとおり回答します。 

 

最終更新日：平成２７年１１月１２日  

記  
 

質 疑 事 項 回      答 

 

質疑１ (質疑受領日：平成２７年１１月９日) 

平成２８年４月から、「地球温暖化対策の

為の税」が増税されます。 

この税負担を契約期間途中で電気料金に

反映することとなった場合、契約金額変更の

協議は可能ですか。 

 

質疑２ (質疑受領日：平成２７年１１月９日) 

公告された保育所２施設の太陽光発電設備

では余剰電力売電は行っていません。 

入札公告内容の仕様書からは、売電をする

ように読み取れますがどうでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

回答１ (回答掲載日：平成２７年１１月１２日) 

一般電気事業者の電気料金改定内容により、

契約単価の見直しの協議には応じます。 

協議の結果、当市が必要であると判断した場合

には、増額分を検討の上、契約単価を変更する内

容の変更契約を本契約の供給者と締結します。 

 

回答２ (回答掲載日：平成２７年１１月１２日) 

現在、余剰電力売電は行っていませんが、今

後、余剰電力が発生した際の売電方針として記載

しています。 
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